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自賠法と自賠責保険（総論）
       11  自賠法

自動車損害賠償保障法（以下「自賠法」といいます）は、自動車事故
の被害者救済を主な目的として昭和30年に制定されました。交通事故
により死傷した被害者から加害自動車に対する責任追及を容易にする
ための、故意・過失の証明責任を加害自動車側（運行供用者）に負わ
せる民事損害賠償責任の規定（運行供用者責任　自賠法3条）と、その
履行を補完するための自賠責保険・自賠責共済（以下、特にことわら
ない限り自賠責共済を含むものとして「自賠責保険」といいます。自賠
法5条）、自賠責保険による救済を受けられない被害者の救済を目的と
する政府保障事業（自賠法71条）を内容とします。
今日、民事交通事故損害賠償に関する紛争の解決において、自賠責

保険と任意自動車保険とが重要な役割を果たしていますが、任意自動
車保険は、自賠責保険ではカバーできない自動車事故からの危険（加
害者となった場合の責任、被害者となった場合の被害回復）に備える
ための保険ですから、任意自動車保険について理解するためにも、自
賠法を根拠とする責任と自賠責保険制度への理解が必要となります。

22  民法の不法行為責任と運行供用者責任の違い

運行供用者責任（自賠法3条）は、民事損害賠償の責任根拠規定で
す。自動車の運行により人身損害を被った被害者が、運行供用者（こ
の意義を巡る議論については、別の回で解説します）に対して損害賠
償請求を行う場合の責任原因となります。運行供用者責任を責任原因
とすることは、被害者にとって次のようなメリットがあります。
民法の不法行為責任（民法709条）においては、加害者は加害行為に

故意・過失がある場合に限り責任を負い、この故意・過失が存在する
ことの証明責任は被害者が負います（過失責任の原則）。これに対して
運行供用者責任は、 自動車の運行により被害者が死傷したこと（人身

者が、①「自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかった
こと」、②「被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこ
と」、③「自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと」の全
て（免責3要件）を立証できない限り責任を免れません。これが「過失
の証明責任を加害者に転換する」と言われる、民法の原則に対する重
要な変更です（無過失立証を許す厳格な責任という意味で「相対的無
過失責任」と言われます）。
このことから、例えば、被害者が訴訟において自賠法3条に基づき人
身損害、民法709条に基づき物損の損害賠償請求を行った場合、人身
損害は加害者が免責3要件の立証ができずに有責、物損は被害者が故
意・過失等の立証ができずに無責とされることもあります*1。

また、被害者が使用者責任（民法715条）に基づいて加害者（運転者）
の使用者の責任を追及しようとする場合には、加害者と使用者との間

の関係、加害行為が事業の執行につき行われたことを被害者が立証し
なければなりません。これに対して運行供用者責任に基づく場合は、
被害者において使用者が加害自動車の運行供用者であることを立証す
れば足ります。使用者が運行供用者であることは、例えば使用者が加
害自動車を所有することを立証すればよく（このような事実が立証され
ると、使用者側で、事故発生時には運行供用者でなかったことの立証
を求められます）、事業の内容まで立証しなくてもよいことから、被害
者の責任追及は容易となります。
　33  自賠責保険制度

（1）強制保険
このように、自賠法は運行供用者責任（自賠法3条）を新設すること
により自動車の運行供用者に厳格な民事責任を負わせましたが、それ
だけでは運行供用者に賠償資力がない場合に被害者の救済が十分に果
たせません。そこで自賠法は、自賠責保険の契約がされていない自動
車を運行すること禁止し（自賠法5条。ただし、自衛隊の車両や構内自
動車などの同10条に定める適用除外車は除かれます）、違反者へは刑
罰を課すことにより（自賠法86条の3ほか）、自動車の運行による事故の
被害者に対する賠償の原資を確保することとしました。このように法
律で契約を強制されていることから、自賠責保険は強制保険と呼ばれ
ます。また、保有者が保険金請求を行わない場合の被害者救済のため
に、自賠法は被害者から自賠責保険会社に対する直接請求権を定めて
います（自賠法16条）。
（2）保険金の算定と支払い（支払基準）
自賠責保険は、自動車の保有者（「自動車の所有者その他自動車を
使用する権利を有する者で、自己のために運行の用に供するもの」自
賠法2条3項）を被保険者とし、保有者が運行供用者責任を負った場合
に保険金が支払われる保険です*1。保険金は、支払基準（自賠法16条
の3）に従って被害者の（自賠責保険金支払いにおける）損害額を算定
し、支払限度額*2の範囲内で支払われます。
支払基準においては、被害者の救済と迅速な支払を行うため、訴訟

での損害算定とは異なる算定が行われています。被害者に事故の発生
において過失が認められても原則として過失相殺（民法722条2項）は行
わず、被害者に7割以上の過失がある場合に一定の割合で保険金を減
額する「重過失による減額」（重過失減額）*3がその代表的なものです。

ただし、支払基準は、被害者が自賠責保険会社を被告として訴訟で
自賠責保険金を請求した場合には裁判所を拘束しません（最判平成18
年3月30日・判時1928号36頁）し、保有者に対する被害者の法律上の損
害賠償請求権の内容が確定している場合（判決、和解等で損害賠償の
額が確定している場合）には確定した損害賠償請求権の範囲でしか保
険金は支払われません。自賠責保険は賠償責任保険ですから、被保険
者（保有者）の法律上の損害賠償責任を超えて支払うことはないから
です。したがって、被害者への過失相殺が大きい事故等、訴訟で認定
される損害賠償額より自賠責保険金からの支払額の方が多い可能性が
ある場合には、被害者は訴訟提起の前に自賠責保険金を受領しておく
ことが必要です。

*1　近時の裁判例として、東京地判平成22年11月30日（交民43巻6号1567頁）が
あります（盗難車による事故）。

*1　したがって、事故を起こした運転手が運行供用者責任（自賠法３条）を負って
も、保有者が運行供用者責任を負わない場合（例えば、盗難車により事故で保有
者の運行供用者責任が否定される場合）は、自賠責保険は支払われません。

*2　「傷害による損害」は120万円、「後遺障害による損害」は後遺障害等級に応じて
75万円から4000万円、「死亡による損害」は3000万円とされています（平成14年
4月1日以降に発生した事故）。

*3　「後遺障害による損害」及び「死亡による損害」については、被害者に７割以上8
割未満の過失がある場合に2割、8割以上9割未満の過失がある場合に3割、9割
以上10割未満の過失がある場合に5割を減額します。「傷害による損害」について
は7割以上10割未満の過失がある場合に、2割を減額します。
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